
　本制度は、患者の要望に従い、患者の自己の選択に係るものとして、白内障に対する水晶体再建に使用する

眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給について、眼鏡装用率の軽減に係る費用に相当する

1眼につき　　　　　134,170円

1眼につき　　　　　176,432円

1眼につき　　　　　172,230円

1眼につき　　　　　204,801円

1眼につき　　　　　202,810円

1眼につき　　　　　224,810円

・テクニスシナジートーリックⅡオプティブルー Simplicity使用

・Clareon PanOptix Trifocal使用

・Clareon PanOptix Toric Trifocal使用

多焦点眼内レンズの料金　　　    （多焦点眼内レンズ料には、手術前後に実施する「角膜形状解析検査」の料金を含む。）

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の
軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給について

・テクニスシンフォニーＶＢ使用

・テクニスシンフォニー トーリックＶＢ使用

・テクニスシナジーオプティブルー Simplicity使用

療養部分についてその費用を患者から徴収することができることとしたものである。


